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第２期厚木市まち・ひと・しごと創生総合戦略（改定版）に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和６年１月４日（木曜日）から令和６月２月５日（月曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ３人 

(2) 意見の件数       21件 

(3) 案に反映した意見の数  ４件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

第１章 人口ビジョン・総合戦略の概要 

1 

（本編２ページ） 

 デジタル技術、デジタルの

力・・・・等、今回の改定のキー

ワードとなっています。「デジタ

ル技術」について、一般市民にわ

かりやすい用語解説をつけてくだ

さい。 

 いただいた御意見のとお

り、次のとおりデジタル技

術の説明を脚注に記載しま

す。 

 

 IoT（モノのインターネッ

ト。自動車や家電など、あ

らゆるモノがインターネッ

トにつながり、情報のやり

取りをする仕組み）や AI

（人工知能）、ICT（情報通

信技術）などのデジタル化

された情報を活用した技術

のことを指します。 

〇 
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2 

（本編２ページ） 

 デジタル田園都市国家構想実現

会議事務局の HP によれば、「内

閣官房デジタル田園都市国家構想

実現会議事務局と内閣府地方創生

推進事務局とが両輪となって、地

方創生の推進に向けた施策に取り

組んでいます」と記載されていま

す。そもそも、「まち・ひと・し

ごと創生本部」は、第二次安倍内

閣発足時に閣議決定でいきなり、

上から設置された機関ですが、構

成メンバーなど含めて「デジタル

田園都市国家構想総合戦略」につ

いて、一般市民にわかりやすい用

語解説をつけてください。 

 本総合戦略は、「まち・

ひと・しごと創生法」の規

定に基づき、国のデジタル

田園都市国家構想総合戦略

を勘案して策定しています

が、本戦略は本市の実情に

応じた地方創生の施策につ

いて定めたものであります

ので、国の組織やデジタル

田園都市国家構想総合戦略

の説明等は省略させていた

だきます。 

 

3 

（本編４ページ） 

 図表１－２は資料として小さす

ぎて、文字が読めません。二頁分

程度に拡大していただければ、少

しは理解が深まると思います。 

 いただいた御意見のとお

り、２ページ分に拡大して

掲載します。 ○ 

4 

（本編７ページ） 

 附属機関の構成員はそれぞれ何

名でしょうか。合計何名でしょう

か。 

 公募市民３名、産業界５

名、県機関１名、大学・教

育機関１名、金融機関１

名、労働団体１名、メディ

ア１名、士業１名、その他

２名の合計 16 名で組織し

ています。 
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第６章 現状と課題を踏まえた基本方針 

5 

（本編 114 ページ） 

 （２）道路整備に関する説明文

4 行目について、次のような補

足・追加が必要と思います。（太

字部分） 

＊「引き続き生活道路を含めた

道路整備・・・」 

 御意見をいただいた箇所

については、将来に影響を

及ぼすと考えられる社会・

環境の変化を記載してお

り、道路整備については、

地域経済の活性化や地域間

交流の拡大に効果が得られ

る厚木秦野道路などの幹線

道路について記載していま

す。 

 なお、生活道路について

は、引き続き整備に取り組

んでまいります。 

 

6 

（本編 114 ページ） 

 （３）「デジタル実装」という

専門的・特殊的用語について、一

般市民に分かりやすい用語解説を

つけてください。 

 見出しが文章の内容と合

っていないので、見出しを

「デジタルトランスフォー

メーション（DX）」に変更

します。 

 また、次のとおりデジタ

ルトランスフォーメーショ

ンの用語解説を脚注に記載

します。 

 

 デジタル技術の活用によ

る新たな商品・サービスの

提供、新たなビジネスモデ

ルの開発を通して、社会制

度や組織文化なども変革し

ていくような取組を指す概

念のこと。 

○ 
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7 

（本編 116 ページ） 

 文章 9 行目の「市民の幸せと

確かな暮らし」、12 行目の「将来

にわたって活力ある地域社

会・・・」の視点は、行政施策の

根本と思われます。大賛成です。 

 116 ページに記載した

「展望」は、本市の総合戦

略で目指している将来像に

ついて、今回の改定で明文

化したものです。 

 今後も基本方針に掲げる

「将来にわたって活力ある

地域社会の維持・発展」を

目指して、取組を進めてま

いります。 

 

8 

（本編 116 ページ） 

 「令和８年度」までの･･･の年

号部分は西暦を原則に，そのうえ

でせめて併記をしていただきた

い。この部分に限らず、改訂版全

般を通して強い要望です。デジタ

ル社会では、世界的にも国際的に

も遅れた通用しない記述・表現で

す。 

 年号表記については、厚

木市行政文書作成規定を踏

まえ、原則、和暦表記を用

いた上で、西暦を併記して

います。 

 なお、御意見をいただい

た箇所については、和暦の

みの表記となっていますの

で、西暦を併記します。 

〇 

第７章 第２期総合戦略における施策展開 

9 

（本編 122 ページ） 

 【具体的な施策】「関係人口」

を創出し、・・・とありますが、

「関係人口」は何を意味している

のでしょうか。 

 関係人口については、次

のとおり 119 ページの脚注

に説明を記載しています。 

 

『「定住人口」でもなく、

観光等で訪れる「交流人

口」でもない、その地域に

過去に居住・通勤していた

人、頻繁に行き来し、イベ

ント等に参画する人、何ら

かの形でその地域を応援し

てくれる人など、地域と多

様に関わる人々を指す言葉

です。地域外の人材が地域

づくりの担い手となること

が期待されています。』 
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10 

（本編 122 ページ） 

 【具体的な施策】「魅力的な生

活圏」を形成・・・とあります

が、「魅力的な地域コミュニテ

ィ」ではどうでしょうか。 

 この具体的な施策では、

住み続けたいと思っていた

だけるまちづくりを推進す

るため、誰もが快適に暮ら

せる環境整備に取り組むこ

とを目指していることか

ら、「生活圏」としており

ます。 

 

11 

（本編 123 ページ） 

 【主な取組】「中小企業の経営

支援」の前に「市内」の言葉が必

要ではないでしょうか。 

 本戦略は、本市の実情に

応じた地方創生の施策につ

いて定めたものであります

ので、「市内」を前提に記

載しております。 

 なお、具体的な施策３

「若い世代の市内企業への

就職を支援する」について

は、転出抑制と定住促進の

観点から、あえて「市内」

を付けています。 

 

12 

（本編 124～140 ページ） 

デジタル難民への対応について 

国の「デジタル田園都市国家構

想総合戦略(デジ田戦略)」の取り

組みをすすめていますが、施策の

具体性がイマイチはっきりしませ

ん。 

高齢者の中にはデジタルに疎い

方々が多くいます。その人たちへ

のどのような対応をするのでしょ

うか。 

概要版９．１０ページには、「デ

ジタル技術の活用」を数値化する

とありますが、その推進のため

に、デジタルに疎い方々への働き

方はどうするのでしょうか。 

 デジタル化の推進に当た

っては、できる限り多くの

方がデジタルの恩恵を享受

できるよう十分に配慮して

取組を進める必要があると

認識しています。 

 引き続き、スマートフォ

ン操作講習やインターネッ

トの安全な利用等に関する

セキュリティ講座などを実

施し、市民の皆様のデジタ

ル技術の利用を支援してま

いります。 
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13 

（本編 126 ページ） 

 「機能的でにぎわいのあるまち

づくりをすすめる」とあります。 

にぎわいは無いよりはある方が好

ましいのですが、取り組みの視点

は「中心市街地」のみに目が向け

られているように感じます。 

機能的なまちづくりとは市域の中

心部と周辺部が両立して初めて住

みよい・魅力的なまちになると考

えます。具体的施策の中に周辺部

の地域ビジョンを示す具体的方針

をいれていただきたい。 

 「地方創生推進事務局」発行の

資料の中にも、「都市機能の増進

による地域活性化」の項目があ

り、その内容は「都市再生・未来

技術実装」と「中心市街地活性

化」が例示され、具体例の一つと

して「駅ビルをにぎわい交流複合

施設として整備」が示されていま

す。やはり、厚木らしい周辺部の

魅力を生かした「周辺部」と「中

心部」が共存する「機能的でにぎ

わいのあるまちづくり」として、

新たな方針が必要と考えます。 

 この具体的な施策につい

ては、転入促進に向け、ま

ずは本市の玄関口である中

心市街地の都市機能の向上

やにぎわいの創出を図るこ

とを目的としており、中心

市街地に特化して記載して

います。 

 なお、本市の魅力をいか

した市域全体のまちづくり

については、基本目標４

（転出抑制）の中で取組を

進めてまいります。 
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14 

（本編 132 ページ） 

国立社会保障・人口問題研究所

「日本の世帯数の将来推計（全国

推計）（2018 年 1 月推計）」、「人

口統計資料集」では未婚割合の推

移が示されている。 

50 歳時の未婚割合の推移 

  （単位：％） 

年次 男性 女性 

1985 3.9 4.3 

1990 5.6 4.3 

1995 9.0 5.1 

2000 12.6 5.8 

2005 16.0 7.3 

2010 20.1 10.6 

2015 23.4 14.1 

2020 26.7 17.5 

2025 27.1 18.4 

2030 28.0 18.5 

2035 28.9 18.5 

2040 29.5 18.7 

特徴的なのは 1990 年代から

2020 年にかけて大きく未婚割合

が増加して、明らかにバブル景気 

が 1990 年代初頭に終了したこと

と、その後に続いた不況とに密接

に関係していることが読み取れ

る。これが出生率に関係して少子

化に拍車をかけていることも明ら

かなので、人口増加を目標にする

ことは、国レベルの共通対策であ

って、自治体レベルでは不可能と

言えるのではないか。また、他の

地域からの移住促進の施策はミク

ロの効果はあっても短期目標のみ

の達成で終わり主客転倒になって

しまう。これらから本来の目的

（合計特殊出生率の向上）を自治

少子化対策については、

国において「子ども未来戦

略」に基づき、国策として

取組を進めているところで

すが、本市においても、人

口減少を和らげるために

は、少子化対策は非常に重

大な課題です。 

将来にわたって活力ある

地域社会の維持・発展を目

指し、人口の将来展望を実

現するためには、社会増だ

けでなく、自然増について

も向上させる必要があり、

基本目標の一つとして位置

付けています。 
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体の目標に取り入れることには無

理があり、基本目標３を置くべき

でない。 

 

 

15 

（本編 135 ページ） 

 「具体的な施策 3」に関して、

主な取組 1・【・・・評価指数】、

主な取組２・【・・・評価指数】

の項目の関連性がよく理解できま

せん。 

「子どもたちの夢をかなえる教

育プログラムを推進」とどのよう

に関わっているのか。大変むつか

しい思います。 

 子どもたちが夢や目標の

実現に向け、自分の力を最

大限に発揮するためには、

教育機会の保証や子どもた

ちの学習成果の保証など、

一人一人に合わせた支援と

学びの保証が必要であり、

そのための取組の成果を測

る指標として設定していま

す。 

 

16 

（本編 137 ページ） 

 「主な取組２」：学ぶ場と活躍

の場の創出部分の【・・・評価指

数】で各公民館の書籍蔵書の充実

度の実態調査などした上で、電子

書籍貸出点数調査などあってもよ

いと思います。公民館役割をます

ます充実させていく必要があると

思います。 

 市立公民館の図書室につ

いては、中央図書館とネッ

トワーク化している図書室

と公民館が蔵書している図

書室の２形態があります。 

それぞれ運営方法が異な

りますので、いただいた御

意見は今後の取組の参考と

させていただきます。 
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17 

（本編 138 ページ） 

 「主な取組 3」として、具体的

に市内各地域における災害時の

「避難場所」「活用できる公共施

設」の保全、整備など強化する必

要があると思います。 

少子高齢化など理由に小中学校

の統廃合の動きの中で、学校は小

規模校でも残すべきと考えます。

学校の無い地域に子育て世代は来

ないでしょう。 

 災害時における取組につ

いては、主な取組１の「防

災・減災対策の充実・強

化」において、取組を進め

てまいります。 

 また、学校の統廃合な

ど、小・中学校の適正規

模・適正配置の方策の検討

に当たっては、望ましい学

校教育の在り方はもちろん

のこと、地域のつながりの

拠点としての学校や地域の

防災拠点としての学校施設

の役割などについて、児

童・生徒の保護者や地域の

皆様のお考えを丁寧に伺い

ながら検討を進めてまいり

ます。 

 

18 

（本編 139 ページ） 

コミュニティ交通導入について 

概要版１０ページの「利便性の

高い交通環境の充実」で、改定前

にあった、「①コミュニティ交通

導入検討地区数(累計)」がなくな

り、新規に「①基幹的公共交通の

徒歩圏人口カバー率」としたのは

なぜですか。 

これまでのコミュニティ交通導入

の考えが変わったのでしょうか。 

 人口減少が進む中、市内

全体の交通を考えていくに

は、公共交通のサービスレ

ベルを維持・向上させるコ

ンパクト・プラス・ネット

ワークのまちづくりが重要

であり、取組に合った指標

に変更するものです。 

 なお、コミュニティ交通

は、公共交通が利用しづら

い地域において、路線バス

を補完する必要なサービス

でありますので、コミュニ

ティ交通の導入に関する考

え方は、変わっておりませ

ん。 
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19 

（本編 139 ページ） 

 「主な取組４」に関連して。 

自治体ＤＸ推進、マイナンバー

カード交付円滑化計画、地域社会

のデジタル化が声高にすすめら

れ、「デジタル田園都市国家構想

基本方針」（2022 年 6 月閣議決

定）では、地方公共団体における

デジタル実装の取組みを推進する

となっています。おそらく、厚木

市の組織改編の一つとして、DX

推進課が設置されたと思われま

す。市民の暮らしの中でデジタル

化のメリット部分が生かされれば

よいのですが、デメリット・課題

も生じる可能性もあります。特に

新たに建設予定の複合施設はワン

ストップサービスを売り物にして

います。 

【重要業績評価指数 KPI】の中

に、「市民サービスの向上度合」

「満足度」「不満度」を入れてい

ただきたい。 

 市民サービスの向上に資

するための指標について

は、本市の最上位計画であ

る総合計画の指標の一つと

して位置付けている「市民

実感度」を通じて把握して

います。 

 今後についても、総合計

画の進捗管理と合わせて、

本市の施策等に対する市民

の皆様の実感度を把握し、

取組を進めてまいります。  

20 

（本編 140 ページ） 

 「主な取組 3」に関連して。 

2 行目の文章への修正意見（下

記黒字部分追加要望）。 

「・・・効率的かつ効果的な維

持管理や多様な災害に対応でき

る公共施設の役割を重視した運

営、適正配置に取り組みます。」 

 災害時における公共施設

の役割については、十分認

識しておりますが、ここで

は今後も良質な市民サービ

スを継続できるよう、適正

な維持管理等に取り組むた

め、このような記載として

おります。 

 なお、災害対策に関する

事項は、主な取組１の「防

災・減災対策の充実・強

化」において、取組を進め

てまいります。 
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その他 

21 

厚木市総合計画との整合性につい

て 

議会答弁で「厚木市の総合計画

の見直しを現市長の任期中に(こ

の４年間で)行うと答弁していま

す。その見直しとの整合性をはか

るべきと思いますが、総合計画見

直しの時には「まち・ひと・しご

と創生人口ビジョン・総合戦略」

も見直すことになると思います。

ここで改訂版を出さなくても、そ

の時いっしょにするのがよいので

はないでしょうか。 

また、同じようにパブコメを実

施するのですか。 

 今回、国が第２期まち・

ひと・しごと創生総合戦略

を抜本的に改訂し、デジタ

ル田園都市国家構想総合戦

略を新たに策定したことに

伴い、まち・ひと・しごと

創生法第 10 条に基づき、

改定するものです。 

 今回は一部改定であり、

対象期間は変更しないこと

から、今後予定している新

たな総合計画の策定と合わ

せて、第３期厚木市まち・

ひと・しごと創生総合戦略

を策定する予定です。 

 なお、第３期策定の際

は、市民参加条例に基づ

き、パブリックコメントを

実施します。 

 

 

 

 

 

４ お問合せ先 

(1) 担当課名 企画政策課 

(2) 連絡先  046-225-2455 

 

５ 結果公開日 

令和６年３月 25 日 公開 


